
 

浜松市公告第１１１２号 

浜松市の物品購入等について、下記のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号）第１６７条の６及び浜松市契約規則（昭和３９年浜松市規則第３１号）

第４条の規定に基づき公告する。 
令和６年９月４日 

浜松市長  中野 祐介 

記 

１ 一般競争入札に付する事項 

（１）件  名  令和６年度 中央土木整備事務所発生物件売買契約(10.11.12 月分)        

（課名 中央土木整備事務所） 

（２）予定数量  鉄くず 3,500kg、ステンレスくず 100kg 

アルミくず 100kg、混在金属くず 700kg 

         上記は予定数量であり、最終的な売買数量は実測により変動する可能性あり。 

（３）契約期間  令和６年１０月１日～令和６年１２月２７日 

（４）引渡場所  別紙仕様書のとおり 

（５）物品の特性 別紙仕様書のとおり 

２ 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

次に掲げる要件を満たす者 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（２）入札参加資格並びに資格審査の時期及び方法に関する告示（平成２０年１０月１日浜松市

告示第３９０号）の規定により、令和５・６年度の競争入札参加資格（物品 業種分類２０

９１：不用品回収）の認定を受けているものであること。 

（３）浜松市内に本店を有するものであること。 

（４）浜松市物品の購入等に係る入札参加停止等措置要綱に基づく入札参加停止期間中でないこ

と。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始に申立てがなされている

者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成１１年法律第２２

５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（再生手続開始の決定を受けている

者を除く。）でないこと。 

（６）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員等（同条第６号に規定する暴力団員又は同号

に規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）及び暴力

団員等と密接な関係を有する者並びにこれらの者のいずれかが役員等（無限責任社員、取締

役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。）となっ

ている法人その他の団体に該当しない者であること。 

（７）前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める資格を有していること。 

３ 一般競争入札参加資格の確認 

（１）この入札の参加希望者は、物品購入等入札参加資格確認申請書（一般競争）（以下「確認

申請書」という。）を別記の１により提出し、参加資格の確認を受けなければならない。こ

の場合において、参加資格の確認基準日は確認申請書の提出期限日とし、確認の結果は別記

の２により文書で通知する。 

（２）参加資格がないと認められた者は、市に対し別記の３によりその理由について説明を求め

ることができる。この場合において、その回答は、説明を求められた日から２日以内に文書

で行う。 

（３）参加資格がないと認められた者及び別記の１の提出期限までに確認申請書を提出しない者

は、この入札に参加することができない。 

４ 契約書案、入札心得及び仕様書等について 

（１）契約書案、入札心得、仕様書及び業務説明書等（以下「仕様書等」という。）は、別記の

４により閲覧及び提供をする。 



 

（２）仕様書等に対する質問書は、別記の５により提出すること。 

（３）（２）の質問に対する回答は、別記の６により入札執行日の前３日間浜松市役所中央土木整

備事務所において閲覧に供するとともに入札に参加するすべての者に質問に対する回答書を

提供する。 

５ 説明会の日時及び場所等  

説明会は、行わない。 

６ 一般競争入札執行の日時及び場所等 

一般競争入札は、別記の７により執行する。 

７ 入札方法等 

（１）入札はそれぞれの単価に予定数量を乗じた額の総価で行うものとし、単価で小数点以下が

発生する場合は、小数点第２位まで記載すること。 

（２）入札執行回数は、原則として２回を限度とする。ただし、郵便入札による入札参加者は、

１回目の入札で落札者が決定しなかった場合、２回目の入札に参加できないものとする。 

（３）落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する

額を加算した金額をもって契約金額とする。参加者は消費税及び地方消費税にかかる課税事

業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った金額の１１０分の１００に相当する金額

を記載した入札書を提出すること。 

８ 入札保証金 

この一般競争入札は、入札保証金を免除する。 

９ 入札の無効 

次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 

（１）この入札に参加資格がないと認められた者及び確認申請にあたって虚偽の申請をした者の

行った入札 

（２）仕様書等に示した条件等一般競争入札に関する条件に違反した入札 

（３）一般競争入札参加資格があることを確認され、その後入札執行時点において２に掲げる参

加資格を失った者の行った入札 

（４）入札の適正さが阻害されると認められる次に掲げる場合の人的関係のある複数の者がした

入札 

ア 人的関係 

（ｱ）一方の会社の役員（持分会社の業務を執行する社員、株式会社（特例有限会社を含

む。）の取締役、委員会設置会社の執行役、法人格のある各種組合の理事をいい、監査

役、監事及び事務局長は含まない。以下同じ。）又は代表権を有する者が、他方の会社

の役員を現に兼ねている場合（会社の一方が会社更生法第２条第７項に規定する更生会

社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合を除

く。） 

（ｲ）一方の会社の役員又は代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第６７条第１

項又は民事再生法第６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場

合 

イ その他の関係 

上記アと同視しうる人的関係があると認められる場合 

10 期間の計算 

この公告において期間の計算をする場合で、当該期間内に浜松市の休日を定める条例（平成元

年浜松市条例第７６号）第１条第１項に規定する市の休日があるときは、当該休日を除いて計算

するものとする。 

 

 

 

 

 



 

11 入札及び契約担当課 

  〒４３０－０９２３ 浜松市中央区北寺島町６１７番地の６ 

            浜松市役所土木部 中央土木整備事務所総務グループ 

              電話  ０５３－４５７－１０１２ 

              ＦＡＸ ０５３－４５７－３２０１ 

E-mail  c-doboku@city.hamamatsu.shizuoka.jp 

mailto:c-doboku@city.hamamatsu.shizuoka.jp


 

【 別 記 】 

１ 一般競争入札参加資格確認申請書 

（１）提出方法  持参、郵送等(一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に

限る。)、FAX 又は電子メール。 

（２）受付期間  令和６年９月５日（木）から 令和６年９月１１日（水）まで 

午前９時から午後５時まで 

（３）提 出 先  浜松市役所土木部 中央土木整備事務所 

（４）様 式  市長が定める様式とする。 

２ 一般競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

（１）交付場所  上記１（３）に掲げる場所 

（２）日 時  令和６年９月１３日（金） 午前９時から午後５時まで 

郵送又は電子メールの場合は、令和６年９月１３日（金）午後４時までに発

送又は発信する。 

なお、郵送を希望する場合は、参加資格確認申請書を提出する際に、84 円切

手を貼った返信用封筒を添付すること。電子メールを希望する場合は、通知

を受信するメールアドレスを参加資格確認申請書に記載すること。 

（３）そ の 他  電話連絡等はしない。 

３ 入札参加資格がないと認められた者の理由説明要求 

（１）方 法  文書により説明を要求すること。当該文書は持参、郵送等（一般書留郵便、

簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。）、ＦＡＸ又は電子メール

で提出すること。 

         ※FAX 又は電子メールで提出する場合は、必ず担当課まで電話連絡すること。 

（２）提出期間  令和６年９月１３日（金）から令和６年９月１８日（水）まで 

（土曜日、日曜日及び祝日等を除く。）午前９時から午後５時まで 

（３）提 出 先  浜松市役所土木部 中央土木整備事務所 

４ 仕様書等の閲覧及び提供 

（１）閲覧及び提供期間     

令和６年９月４日（水）から令和６年９月２５日（水）まで 

（２）提供方法  本市ホームページからダウンロード 

５ 仕様書等に対する質問 

（１）提出方法   文書により持参、郵送（一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等

の信書便に限る。）、ＦＡＸ又は電子メールとすること。 

（２）受付期間   令和６年９月５日（木）から令和６年９月１３日（金）まで 

午前９時から午後５時まで 

（３）提 出 先    浜松市役所土木部 中央土木整備事務所 

６ 仕様書等に対する質問の回答（閲覧） 

（１）閲覧期間   令和６年９月２０日（金）から令和６年９月２５日（水）まで 

（土曜日、日曜日及び祝日等を除く。）午前９時から午後５時まで 

（２）場 所    浜松市役所土木部 中央土木整備事務所  

７ 入札執行日時等 

（１）日 時   令和６年９月２６日（木）午前１０時００分 

（２）場 所   浜松市役所土木部 中央土木整備事務所１階 会議室１ 

 

 

 

 

 

 

 



 

８ 入札書の提出方法 

（１）提出方法    次のいずれかの方法により提出すること。 

ア 入札執行日時に入札場所へ持参 

イ 受領期間内に入札担当課へ持参（以下「事前提出」という。） 

ウ 受領期限までに入札担当課へ郵送等（一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同  

等の信書便に限る。） 

（２）事前提出の場合の受領期間及び提出先等 

   ア 受領期間  令和６年９月１３日（金）から令和６年９月２５日（水）まで 

       （土曜日、日曜日及び祝日等を除く。）午前９時から午後５時まで 

イ 提出先   浜松市役所土木部 中央土木整備事務所 

ウ その他   別紙「入札（見積合せ）の注意事項（物品購入用）」に従い、提出する

こと。 

（３）郵送等による入札書の受領期限及び送付先等 

ア 受領期限  令和６年９月１３日（金）から令和６年９月２５日（水）まで 

（土曜日、日曜日及び祝日等を除く。）午前９時から午後５時まで 

イ 送付先   浜松市役所土木部 中央土木整備事務所 

ウ その他   別紙「入札（見積合せ）の注意事項（物品購入用）」に従い、提出する

こと。 

 



 

物品購入等入札参加資格確認申請書（一般競争） 

 

 

公告番号 第１１１２号 公告年月日 令和６年９月４日 

件    名 
令和６年度 中央土木整備事務所発生物件売買契約（10.11.12月分）                

（課名 中央土木整備事務所） 

添 付 書 類  なし 

提 出 期 限 
 

     令和 ６ 年 ９ 月 １１ 日 

入札参加資格の結果通知に

ついて希望する通知方法 

１ 入札担当課で受け取り 

２ 郵送（※８４円切手を貼付した返信用封筒を添付） 

３ 電子メール（電子メールアドレスを記載） 

通知を受信する 

電子メールアドレス 

 

入札書の提出方法の予定 

１ 入札日時に入札場所へ持参 

２ 事前提出 

３ 郵送等 

                     ＜※該当する番号に〇を付けてください。＞ 

 

上記のとおり一般競争入札に参加したく、資格の確認申請をいたします。 
 なお、浜松市公告第    

号の物品購入等一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項に相違していないことを誓

います。 

 

  

令和  年  月  日 

 

 

（あて先）浜松市長 

 

 

住所又は所在地 

申請者   商号又は名称 

代表者氏名              ㊞ 

 



 

（あて先）中央土木整備事務所（契約担当課） 

（見積合せ・指名競争・一般競争入札用） 

 

 

・ 質問提出期限を厳守すること。 

 

 

 

 

質  疑  応  答  書 

件 名 令和６年度 中央土木整備事務所発生物件売買契約（10.11.12 月分）               

課 名  中央土木整備事務所 
公告番号 第１１１２号 

契約番号 ― 

業 者 名                     

提 出 日 令和  年  月  日 回 答 日 令和  年  月  日 

項 目 質  疑  事  項 回  答  事  項 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

入札（見積合せ）の注意事項（物品購入用） 

１ 入札（見積）時に用意するもの 

・ 入札（見積）書 

・ 定型封筒 

・ 筆記用具 

・ 契約印（委任状により委任されている場合は不要） 

・ 委任状（入札及び見積合せに関する権限を委任する場合は必須） 

・ 代理人の印（委任状により委任されている場合は必須） 

 

２ 入札（見積）書 

・ 入札（見積）書の記載内容は、通知書類の表記に基づき記載してください。 

・ 入札（見積）書には、社名、代表（契約）者名、契約印（注 1）が必要です。 

※注 1：委任状により委任されている場合は、代理人の印（委任状に押印した代理人の印） 

・ 入札の場合は入札書２枚及び見積書１枚、見積合せの場合は見積書を３枚用意してく

ださい。 

１枚は必要事項及び金額（税抜金額）を記載し、定型封筒に入れたものです。 

残り２枚は、必要事項が記載してあるものの金額が未記載のものです。（押印必要） 

［１回で落札者が決定しない場合に必要になります。］ 

・ 明細書を添付する場合は、一箇所をのり付けし、接合部分へ割印を押印してください。 

 

３ 委任状 

・ 委任状は代表者でなく、代理人が入札（見積合せ）に参加する場合必要です。 

・ 委任状は、社名、代表者名、契約印、代理人名及び代理人の印が必要です。 

・ 代理人の印は認印で構いませんが、シャチハタ（スタンプ）印は不可です。 

・ 委任状のある場合の入札（見積）書は、代理人名の記載と代理人の印（委任状に押印

した代理人の印）が必要です。 

 

４ 定型封筒 

・ Ａ４サイズの紙を三つ折して入る程度の大きさのものが必要です。 

・ 封筒表面に日付、入札（見積合せ）の件名、契約番号（分かる場合）を記載してくだ

さい。 

・ 封筒裏面のつなぎ目に契約印（代理人の場合は代理人の印（委任状に押印した代理人

の印））を押印し、封かんしてください。 
（表面）             （裏面 1）           （裏面 2） 

 （日付）令和○年○月○日    

     

件名 ○ ○ ○ ○ ○ 
契約番号 20XXXXXXX 

浜松市中区○○○     浜松市中区○○○ 
入札書在中       △△△△株式会社   △△△△株式会社 

          代表取締役○○○○   代表取締役○○○○ 
       (代理人 ××××）   (代理人 ××××） 

 

５ その他 

・ 入札（見積合せ）時に入札（見積）書が入った封筒と委任状を提出していただきます。 

・ 入札関係書類は、浜松市ホームページ → 産業・ビジネス → 発注情報（入札・契約）

→物品契約情報 に格納してありますので、必ずご確認ください。 

・ 不明な点は、中央土木整備事務所総務グループ ℡０５３－４５７－１０１２ まで

ご連絡ください。 

契約印または代理人の印を必ず 

持参してください 

契約番号が分か

る場合は記載 



 

 

 

入札（見積り）書の作成チェックリスト 
 

◆ 入札関係書類は、「浜松市ホームページ」→「発注情報」→「物品購入・売り払い」→「入札・

契約関係書類ダウンロード」に格納してあります。 

その他入札時に用意するもの 

□□ 筆記用具 

□□ 契約印（委任状により委任されている場合は不要） 

□□ 代理人の印（委任状により委任されている場合は必須） 

□□ 入札の場合   ＝ ※入札書１枚及び見積書１枚 

□□ 見積合せの場合 ＝ ※見積書２枚 

※必要事項が記載してあるものの金額が未記載のものです。（押印必要） 

［１回で落札者が決定しない場合に必要になります。］ 

 

不明な点は、中央土木整備事務所総務グループ 電話０５３－４５７－１０１２ までご連絡くだ

さい。 

 

書類 本人による入札の場合 代理人による入札の場合 

□□ 封筒 （表面） 

 

（裏面） 

 

□□ 日付（入札日） □□ 日付（入札日） 

□□ 件名 □□ 件名 

□□ 社名、代表者名 □□ 社名、代表者名 

□□ 割印（契約印） □□ 代理人の名前 

 □□ 割印（代理人の印） 

□□ 委任状  

□□ 代理人の名前、印 

□□ 日付（入札日） 

□□ 件名 

□□ 社名、代表者名、契約印 

□□ 入札（見積）書 

□□ 入札書・見積書の区分 

※ 一般競争入札  ＝ 入札書 

指名競争入札  ＝ 入札書 

随契（見積合せ）＝ 見積書 

□□ 入札書・見積書の区分 

※ 一般競争入札  ＝ 入札書 

指名競争入札  ＝ 入札書 

随契（見積合せ）＝ 見積書 

□□ 日付（入札日） □□ 日付（入札日） 

□□ 社名、代表者名、契約印 □□ 社名、代表者名 

□□ 金額 □□ 代理人の名前、印 

□□ 内訳の内容 □□ 金額 

 □□ 内訳の内容 

入札（見積り）書の作成時にご利用ください。 



 物品売払契約書（単価契約） 

 

頭書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

売払人と買受人は、上記の売払物品について、上記の頭書及び裏面の条項により売買契

約を締結する。 

この契約の証として本書２通を作成し、当時者記名押印のうえ各自１通を保有する。 

 

令和  年  月  日 

 

売払人  所 在 地    浜松市中央区元城町１０３番地の２ 

名  称    浜 松 市 

代 表 者    浜松市長  中野 祐介   印 
                                     

 

買受人  住所又は所在地 

商号又は名称 

代 表 者                       ㊞ 

 

１ 契約件名   令和６年度 中央土木整備事務所発生物件売買契約（10.11.12 月分） 

 

２ 売払期間   令和６年１０月１日から令和６年１２月２７日まで 

 

３ 売払物品及び売払単価 

品名 
売払単価 

(消費税及び地方消費税込み) 

売払単価のうち、消費税及び 

地方消費税の額 

鉄くず 1kg 当たり   .   円 .   円 

ステンレスくず 1kg 当たり   .   円 .   円 

アルミくず 1kg 当たり   .   円  .   円 

混在金属くず 1kg 当たり   .   円  .   円 

 

４ 引渡場所       別紙仕様書のとおり 

 

５ 内容    別紙仕様書のとおり 

 

６ 契約保証金      浜松市契約規則第２７条第１項第３号により免除 

 

７ 売払代金の支払期限  納入通知書の発行日から３０日以内 

 
 



条 項 

（総則） 

第１条 売払人及び買受人は、この契約書に基づき、別紙の仕様書等に従い、日本国の法

令を遵守し、この契約を履行しなければならない。 

２ この契約書と仕様書等で記載内容に相違があるときは、仕様書等の記載内容が優先す

るものとする。 

３ この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答、催告及び解

除（以下「指示等」という。）は、書面によって行うものとする。ただし、緊急やむを得

ない事情があるときは、売払人及び買受人は、指示等を口頭で行うことができるものと

する。 

４ 売払人及び買受人は、この契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協

議の内容を書面に記録するものとする。 

５ この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、買受人の負担とする。 

 

（売払） 

第２条 頭書２に記載する売払期間中、売払人は、頭書３に記載する売払物品を頭書３に

記載する売払単価で買受人に売り払い、買受人は、これを買い受けるものとする。 

 

（売払代金） 

第３条 売払代金は、売払物品ごとの売払単価に、売払物品ごとの売払数量を乗じて得た

金額の合計金額とする。なお、売払単価に売払数量を乗じて得た金額に１円未満の端数

が生じるときは、売払物品ごとに当該端数を切り捨てた上で合計した金額を売払代金と

する。 

 

（売払数量）  

第４条 売払数量は、買受人が計量等をした上で売払人に報告し、売払人がこの報告を確

認して定めるものとする。 

 

（引渡し等） 

第５条 売払人は、仕様書に定める日に、売払物品を、頭書４に記載する場所で、買受人

に引渡すものとする。 

２ 買受人は、売払物品の引渡し後遅滞なく、売払物品を引渡し場所から搬出するものと

し、その費用は、買受人が負担するものとする。 

 

（所有権の移転） 

第６条 売払物品の所有権は、引渡しをもって、売払人から買受人に移転するものとする。 

 

（売払代金の支払い） 

第７条 買受人は、売払代金を、売払人の発行する納入通知書により、頭書７に記載する

日までに、売払人に支払うものとする。 

 



（遅延損害金の徴収） 

第８条 買受人は、指定する期日までに売払代金が支払われなかった場合においては、買

受人は、未払金額につき、遅延日数に応じこの契約の締結日における政府契約の支払遅

延防止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）第８条第１項に規定する財務大臣が決

定する率（以下「財務大臣が決定する率」という。）を乗じて計算した金額を遅延損害金

として売払人に支払うものとする。 

 

（契約不適合責任） 

第９条 この契約の締結後、買受人は、売払人に対し、引渡しを受けた売払物品について、

種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを理由とする履行の追完請求、

売払代金の減額請求、損害賠償請求、契約の解除をすることができない。 

 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第１０条 次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、売払人がこの契約を解除するか

否かにかかわらず、買受人は、売払単価（この契約締結後、売払単価に変更があった場

合には、変更後の売払単価）に予定数量を乗じて得た額（複数単価契約の場合には、各

売払単価に各予定数量を乗じて得た額の合計額）の１００分の２０に相当する額を違約

金として売払人の指定する期間内に売払人に支払わなければならない。この契約が履行

された後においても、同様とする。 

（１） この契約に関し、買受人（第５号を適用する場合にあっては、「買受人」を「買

受人に対しての売払物品の引渡者」に読み替える。以下第４号まで同じ。）が私的独

占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占

禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は買受人が構成事業者である事業者団

体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が買受

人に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する

場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行

い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第６３条第

２項の規定により取り消された場合を含む。）。 

（２） 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命

令（これらの命令が買受人又は買受人が構成事業者である事業者団体（以下「買受

人等」という。）に対して行われたときは、買受人等に対する命令で確定したものを

いい、買受人等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確

定した場合における当該命令をいう。各号において「納付命令又は排除措置命令」

という。）において、この契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に

違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

（３） 納付命令又は排除措置命令により、買受人等に独占禁止法第３条又は第８条第

１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象とな

った取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間（これらの命令に係

る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定し

たときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実

行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当

該取引分野に該当するものであるとき。 



（４） この契約に関し、買受人（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑

法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは情報処理の高度化等に対処す

るための刑法等の一部を改正する法律（平成２３年法律第７４号）による改正前の

刑法第９６条の３（情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する

法律附則第８条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規

定を含む。）又は独占禁止法第８９条第１号若しくは第９５条第１項第１号に規定す

る刑が確定したとき。 

（５） 読み替え後の前各号のいずれかに該当し、かつ、当該該当事項により買受人が

この契約において不当な利益を得たと売払人が認めるとき。 

２ 買受人が前項の違約金を売払人の指定する期間内に支払わないときは、買受人は、当

該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、財務大臣が決定する率を乗

じて計算した額の遅延損害金を売払人に支払わなければならない。 

３ 第１項の規定は、売払人に生じた実際の損害額が同項の規定による違約金の額を超え

る場合においては、売払人が当該超過する金額の賠償を買受人に請求することを妨げる

ものではない。 

４ 第１項の規定に該当したことによりこの契約を解除された場合において、第１３条の

規定により違約金を支払うときにおいても、売払人が第１項の違約金の支払を買受人に

請求することを妨げるものではない。 

 

（契約の解除） 

第１１条 売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一

部を催告なく解除することができる。 

（１）買受人が正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。 

（２）この契約の締結又は履行について、買受人又はその従業員に不正の行為があった

とき。 

（３）売払人において買受人が、この契約を履行することができないと認めたとき。 

（４）破産手続開始の決定を受けたとき。 

（５）買受人（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下こ

の号において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 

  ア 役員等（買受人が個人である場合にはその者を、買受人が法人である場合には

その役員及び物品供給等の契約を締結する事業所の代表者をいう。以下この号に

おいて同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなく

なった日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）であると認めら

れるとき。 

イ 暴力団（暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する

暴力団をいう。以下この号において同じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与し

ていると認められるとき。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している



と認められるとき。 

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると

認められるとき。 

（６）前各号に掲げるもののほか、この契約の条項に違反したとき。 

 

（契約解除時の対応） 

第１２条 売払人は、前条の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより買

受人に損害が生じたときであっても、何ら賠償又は補償することを要しない。 

 

（契約解除による違約金） 

第１３条 買受人は、第１１条の規定により契約を解除されたときは、売払単価（この契

約締結後、売払単価の変更があった場合には、変更後の売払単価）に予定数量を乗じて

得た額（複数単価契約の場合には、各売払単価に各予定数量を乗じて得た額の合計額）

の１００分の１０に相当する額の違約金を売払人の定める期日までに納めなければなら

ない。 

 

（返還金等） 

第１４条 売払人は、第１１条に規定する解除権を行使したときは、買受人が支払った売

払代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。 

２ 前項本文に規定する場合であっても、売払人は、買受人が負担した契約に要した一切

の費用を負担しない。 

３ 第１項本文に規定する場合であっても、売払人は、買受人が支払った違約金又は売払

物品に支出した必要費、有益費その他一切の費用を償還しない。 

 

（損害賠償） 

第１５条 買受人は、この契約に定める義務を履行しないために売払人に損害を与えたと

きは、その損害に相当する金額を損害賠償金として売払人に支払わなければならない。 

 

（返還金の相殺） 

第１６条 売払人は、第１４条第１項の規定により売払代金を返還する場合において、前

条の規定により買受人に対して損害賠償債権を有するときは、当該債権の全部又は一部

と買受人の売払人に対する売払代金返還債権の全部又は一部とを対当額にて相殺するこ

とができる。 

 

（暴力団の排除のための協力） 

第１７条 買受人は、この契約の遂行に当たり、暴力団員等による不当な行為を受けたと

きは、売払人に報告するとともに、管轄警察署への通報その他の暴力団の排除のために

必要な協力を行わなければならない。 

 

（規則等の遵守） 

第１８条 この契約書に定めるもののほか契約履行にあたっては、浜松市契約規則（昭和

３９年浜松市規則第３１号）及び関係法令を遵守しなければならない。 



（協議） 

第１９条 この契約の定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事

項については、売払人と買受人とが協議の上、定めるものとする。 

 

（雑則） 

第２０条 この契約の履行に関して売払人と買受人との間で用いる言語は、日本語とする。 

２ この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 

３ この契約の履行に関して売払人と買受人との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別

の定めがある場合を除き、計量法（平成４年法律第５１号）に定めるものとする。 

４ この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法（明治２９年法律第８

９号）及び商法（明治３２年法律第４８号）の定めるところによるものとする。 

５ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

６ この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、売払人の事務所の所在地を

管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 



 

仕 様 書 
 
１ 契約名称 

 令和６年度 中央土木整備事務所発生物件売買契約（10.11.12 月分） 
 
２ 契約内容 

 浜松市土木部中央土木整備事務所が執行する事業において発生した、鋼

材等の発生物件の売買契約。 
 
３ 売買対象 

 浜松市土木部中央土木整備事務所が執行する事業において発生した、鉄

くず、ステンレスくず、アルミくず、混在金属くず（原則として不純物（土

塊、石等）を除外したものに限る） 
※混在金属くずとは単一金属に複数の金属がある状態 
 単一金属であるが、複数の金属くずがトラックに混載し分別計量が出来ない状態 

 
４ 引渡場所 

 浜松市内（中央区内に限る） 
※基本的に、買受人が保有する敷地を指す。 
※ただし、売払人が認めた場合はこの限りではない。 

 
５ 契約期間 

令和６年１０月１日から令和６年１２月２７日まで 
（ただし土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１

７８号）に規定する休日を除く。） 
 
６ 引渡の内容 

Ⅰ  引渡の時間 
午前９時００から午後５時００分まで 

Ⅱ  引渡作業の区分 
 ①   売買対象の運搬 

 売買対象の引渡場所への運搬は、売払人の指示により、工事施工業

者が請け負うものとする。 
 ②   売買数量 

 売買対象の引渡場所における受取（荷降ろし）及び計量作業は、買

受人が請け負うものとする。 



 
Ⅲ  売買対象の数量 
①    予定数量 

 鉄くず          ３，５００ｋｇ 
 ステンレスくず      １００ｋｇ 
 アルミくず      １００ｋｇ 
 混在金属くず                 ７００ｋｇ 

※上記は予定数量であり、最終的な売買数量は実測により変動する可

能性がある。 
※実際の売買数量の増減に関わらず、買受人は売払物を買受しなけれ

ばならない。 
 ②   売買数量 
  ア 売買数量は、計量票の実量とする。 
  イ 計量票の合計に小数点以下がある場合は小数点第１位（小数点第２

  位四捨五入）までとする。 
  ウ 原則として不純物を除外した資材のみを売買の対象とする。 
  計量時、売買対象に不純物の付着が認められた場合、売払人と買受

  人が協議の上、不純物の重量に相当する数値を計量票の実量より減

  した数値を、売買数量とすることが出来る。 
Ⅳ  引渡の記録 

 計量時、売買対象に不純物の付着が認められ、不純物の重量に相当す

る数値を計量票の実量より減した数値を売買数量とする場合、買受人は 

不純物の写真を撮影し、記録を行うこと。写真が無い場合、売払人は計

量票の実量通りの数値を売買数量とすることが出来る。 
 
７ 提出書類 

Ⅰ  売払人 

 ①   引渡前 

 発生物件引渡票（様式１） 

 ②   収受完了報告書（様式２）を買受人より収受した時 

 該当月の納入通知書（浜松市の様式） 

※ただし、該当月の売買金額が０であった場合は提出不要とする。 

Ⅱ  買受人 

 ①   計量後 

 計量票（買受人の様式） 

 ②   月末 

  ア 当月分の収受完了報告書（様式２） 

  イ （必要に応じて）当月分の支払金額計算書（様式３） 

  ウ （必要に応じて）当月分の引渡時の写真 


